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新
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コ
ロ
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デ
ミ
ッ
ク
対
策
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検
証
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

二
〇
二
〇
年
一
月
か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ
の
取
組
を
踏
ま
え
て
、
現
在
、
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
政
府
行
動
計
画
」
の
改
定
作
業
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
分
科
会
会
長
を
つ
と
め
た
尾
身
茂
氏
は
、
著
書
「
一
一
〇
〇
日
間
の
葛
藤
」
に
お
い

て
、
「
次
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
り
上
手
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
政
治
家
、
自
治

体
の
長
、
行
政
官
、
保
健
所
・
医
療
関
係
者
、
専
門
家
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
判
断
で
何
を
行
い
、
ど
ん
な
発
言
を
し
た

の
か
等
に
つ
き
、
公
開
さ
れ
て
い
る
資
料
等
を
基
に
、
当
事
者
は
も
と
よ
り
第
三
者
も
入
っ
た
客
観
的
検
証
が
求
め
ら
れ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。 

 

現
在
、
政
府
が
進
め
る
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
政
府
行
動
計
画
」
の
改
定
に
向
け
た
、
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
推
進
会
議
」
で
の
議
論
は
、
「
感
染
症
危
機
対
応
で
把
握
さ
れ
た
課
題
を
踏
ま
え
、
次
の
感
染
症
危
機
で
よ
り
万
全
な

対
応
を
行
う
こ
と
を
目
指
し
て
対
策
の
充
実
等
を
図
る
た
め
に
行
う
も
の
」
で
、
尾
身
氏
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
内
容
で
の

「
客
観
的
検
証
」
ま
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。 



 

２ 

 

一 

新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
つ
い
て
、
「
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
政
治
家
、
自
治
体
の
長
、

行
政
官
、
保
健
所
・
医
療
関
係
者
、
専
門
家
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
判
断
で
何
を
行
い
、
ど
ん
な
発
言
を
し
た
の
か
等

に
つ
き
、
公
開
さ
れ
て
い
る
資
料
等
を
基
に
、
当
事
者
は
も
と
よ
り
第
三
者
も
入
っ
た
客
観
的
検
証
」
を
、
政
府
の
責
任
で

行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。 

二 

尾
身
茂
氏
は
同
著
書
の
中
で
、
「
専
門
家
と
協
議
せ
ず
政
府
が
同
時
に
打
ち
出
し
た
」
も
の
の
例
と
し
て
、
「
全
国
臨
時

一
斉
休
校
」
「
ア
ベ
ノ
マ
ス
ク
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
「
専
門
家
が
提
案
し
た
が
、
政
府
が
採
用
し
な
か
っ
た
」
も
の
の

例
と
し
て
、
「
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ト
ラ
ベ
ル
事
業
の
開
始
時
期
」
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
専
門
家
が
「
提
言
し
た
が
実
行
が
遅

れ
た
」
例
と
し
て
、
「
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ト
ラ
ベ
ル
の
一
時
停
止
」
「
五
輪
無
観
客
開
催
」
を
挙
げ
て
い
る
。 

 
 

「
全
国
臨
時
一
斉
休
校
」
「
ア
ベ
ノ
マ
ス
ク
」
「
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ト
ラ
ベ
ル
」
「
五
輪
」
に
つ
い
て
、
政
府
に
よ
る
「
当
事
者

は
も
と
よ
り
第
三
者
も
入
っ
た
客
観
的
検
証
」
が
必
要
で
は
な
い
か
。 

三 

尾
身
茂
氏
は
同
著
書
の
中
で
、
「
「
無
症
状
の
人
で
も
感
染
さ
せ
る
」
「
呼
気
で
も
感
染
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
。
政
府

は
こ
う
し
た
不
都
合
な
事
実
を
そ
れ
に
対
す
る
対
策
が
な
い
中
で
公
表
す
る
こ
と
に
は
、
国
民
に
不
要
な
不
安
を
与
え
か
ね

な
い
と
い
う
理
由
で
示
す
傾
向
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。 



 

３ 

 

 
 

エ
ア
ロ
ゾ
ル
感
染
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
主
要
な
感
染
経
路
で
あ
る
。
感
染
経
路
を
共
通
認
識
に
す
る
こ

と
は
、
感
染
対
策
の
基
本
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
不
都
合
な
事
実
」
こ
そ
、
い
ち
早
く
国
民
的
に
共
有
す
べ
き
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
尾
身
茂
氏
が
、
指
摘
し
た
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
当
事
者
は
も
と
よ
り
第
三
者
も
入
っ
た
客
観
的
検
証
」
が

必
要
で
は
な
い
か
。 

四 

尾
身
茂
氏
は
同
著
書
の
中
で
、
「
次
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
備
え
て
、
政
府
と
専
門
家
助
言
組
織
の
在
る
べ
き
姿
に
つ
い
て

の
議
論
が
求
め
ら
れ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、
政
府
と
専
門
家
助
言
組
織
の
在
る
べ
き
姿
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
「
専
門
家
が

述
べ
る
医
学
的
・
技
術
的
見
地
か
ら
の
意
見
や
提
案
を
聞
い
た
上
で
、
政
府
は
社
会
経
済
の
状
況
や
国
民
感
情
、
財
政
事
情

な
ど
も
総
合
的
に
勘
案
し
て
最
終
的
な
判
断
を
下
す
」
「
政
府
決
定
が
科
学
的
助
言
と
相
反
す
る
場
合
に
は
、
政
府
は
そ
の

理
由
を
公
式
に
説
明
し
た
り
、
そ
の
根
拠
を
正
確
に
提
示
し
た
り
す
る
」
「
未
知
の
感
染
症
の
対
策
に
つ
い
て
の
科
学
的
根

拠
は
常
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
専
門
家
は
、
情
報
や
根
拠
が
限
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
一
定
の
見
解
を
提
示

す
る
」
と
、
三
点
を
示
し
て
い
る
。 

 
 

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
、
政
府
と
専
門
家
助
言
組
織
の
関
係
の
在
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
議
論
を

し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
政
府
と
専
門
家
助
言
組
織
の
関
係
の
在
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
、
尾
身
茂
氏
が
著
書
で
指
摘
し
て
い



 

４ 

 

る
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
同
様
の
見
解
を
持
っ
て
い
る
か
、
伺
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


